
平成２９年度随意契約情報（使用料・賃借料）教育庁
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額(円） 適用条項 随意契約理由

1 教育振興 高等学校
教務グ
ループ

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関西支店

大阪府学校情報ネットワークＬＡ
Ｎ教室端末機等（５０校５５教室）
の賃貸借

20170910 20220831 306,531,799
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第８号

再度の入札に付し落札者が
ないため

2 教育振興 高等学校
学校ＩＣＴ
グループ

日通商事　株式会社　大阪支店
大阪府立学校教職員ネットワーク
整備事業校内通信機器の賃貸借

20170401 20180331 11,043,563
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

賃貸借業務が特定の者でな
ければ実施することができな
いものであるため。

3 刀根山支援
刀根山支
援

グループ
なし

独立行政法人　国立病院機構 土地賃貸借に関する経費 20170401 20180331 6,651,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

土地所有者と契約するため

4 施設財務 施設財務
学校支
援・助成グ
ループ

日本放送協会
府立学校が受信するＮＨＫの放
送受信契約締結及び経費支出

20170401 20180331 5,588,990
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

競争入札に適しないもの

5 教育振興 支援教育
企画調整
グループ

日立キャピタルオートリース　株
式会社　関西支店

大阪府立堺支援学校通学用低公
害バスの賃貸借契約

20170105 20190104 5,412,096
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

再リース契約であり、通学バ
スをリース契約できる事業者
が他にないため

6 教育振興 支援教育
企画調整
グループ

株式会社　ＪＥＣＣ　営業本部
就学奨励費システムサーバの賃
貸借

20170217 20220216 3,338,460
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第８号

競争入札に付し入札者がな
かったため

7 山本高 山本高
全日制課
程

財団法人　花すみれ教育振興会
土地賃貸借に契約及び経費の支
出

20170401 20180331 3,000,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（土地の賃貸借）が特定
の者（唯一の賃貸人）でなけ
れば契約できないため

8 生野聴支援
生野聴支
援

グループ
なし

中央交通バス　株式会社
バス借上げ事業の実施及び経費
支出について

20170426 20180323 2,998,010
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

特別の目的（児童生徒の使
用）を有するため、借上げ先
が特定されている。

9 教育振興 高等学校
教務グ
ループ

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関西支店

大阪府立高等学校ＣＡＬＬシステ
ムの賃貸借（再リース）

20170401 20170831 2,800,440
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（CALLシステム賃貸借）
期間満了後、その期間を延長
する必要があり、特定の者
（当該システムのリース会社）
でなければ実施することがで
きないものであるため。



平成２９年度随意契約情報（使用料・賃借料）教育庁
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額(円） 適用条項 随意契約理由

10 教育振興 高等学校
生徒指導
グループ

一般財団法人大阪国際経済振
興セ

「大阪府公立高校進学フェア２０１
８」開催に係る施設使用料

20170722 20170723 2,657,340
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（大阪府公立高校進学
フェア２０１８）が特定の場所
（利用面積が広くワンフロアー
であるインテックス大阪）でな
ければ実施することができな
いものであるため。

11 教育振興 支援教育
企画調整
グループ

株式会社　関電Ｌ＆Ａ
大阪南視覚支援学校通学用バス
賃貸借契約の締結及び経費の支
出

20170401 20180331 2,030,832
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

通学バスを保有している運行
可能な事業者が他にいない
ため

12 中津支援 中津支援
グループ
なし

近鉄バス　株式会社
校外学習用借上げバスの経費支
出

20170427 20180331 1,315,560
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６号

業務（府立支援学校校外学
習用バスの運行）実施可能な
者（当該校において現に業務
を実施している業者）が限ら
れており、かつ短期間で契約
を締結する必要があるため

13 教育振興 高等学校
教務グ
ループ

富士通リース　株式会社　関西
支店

大阪府立高等学校ＣＡＬＬシステ
ムの賃貸借（再リース）

20170401 20170831 1,088,100
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（CALLシステム賃貸借）
期間満了後、その期間を延長
する必要があり、特定の者
（当該システムのリース会社）
でなければ実施することがで
きないものであるため。

14 園芸高 園芸高
全日制課
程

大阪ガスオートサービス　株式会
社

天然ガス自動車（クレーン車）賃
貸借

20170401 20180331 874,800
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（天然ガス自動車賃貸借
契約）が特定の者（当該車種
の取扱い及び整備の実施）で
なければ実施することができ
ないものであるため

15 教育振興 高等学校
教務グ
ループ

東京センチュリー　株式会社　大
阪営業第一部

大阪府立高等学校ＣＡＤシステ
ム・高度情報システム機器賃貸
借（再リース）

20170901 20180331 26,735,254
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（ＣＡＤ・高度情報システ
ム賃貸借）期間満了後、その
期間を延長する必要があり、
特定の者（当該システムの
リース会社）でなければ実施
することができないものである
ため。

16 教職員 教職人事
採用グ
ループ

一般財団法人　大阪労働協会
平成３０年度教員採用選考テスト
（第３次面接テスト）会場借用

20170821 20170922 2,298,240
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（長期かつ多数の部屋の
貸付け）が特定の者（一般財
団法人大阪労働協会）でなけ
れば実施することができない
ものであるため



平成２９年度随意契約情報（使用料・賃借料）教育庁
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額(円） 適用条項 随意契約理由

17 教育振興 支援教育
学事・教
務グルー
プ

株式会社　ＪＥＣＣ　営業本部
大阪府学校情報ネットワーク整備
事業府立支援学校（４校分）サー
バ機器等賃貸借契約（再リース）

20170901 20180314 1,192,037
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

当該賃借が特定の者（当初
契約事業者）でなければ実施
することができないものである
ため。

18 教育振興 高等学校
学事グル
－プ

ワールドツアーシステム株式会
社

南海本線樽井駅－尾崎駅間の交
通途絶に係るバスによる代替輸
送（単価契約）

20171030 20171105 2,575,800
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第５号

台風の被害により、急迫を要
し、競争入札に付していては
契約の目的を達成できないた
め

19 教育振興 支援教育
企画調整
グループ

株式会社　関電Ｌ＆Ａ
大阪府立八尾支援学校通学用バ
スの賃貸借契約

20171201 20181130 2,353,536
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務が特定の者でなければ
履行できないため。（現在リー
ス契約しているものの再リー
ス）

20 教育振興 高等学校
教務グ
ループ

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関西支店

大阪府立高等学校ＣＡＤシステ
ム・高度情報システム機器（平成
２４年度）賃貸借（再リース）

20180110 20180331 4,408,406
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（CADシステム・高度情
報システム機器賃貸借）期間
満了後、その期間を延長する
必要があり、特定の者（当該
システムのリース会社）でな
ければ実施できないものであ
るため。

21 教育C 教育C 総務課
富士通リース株式会社　関西支
社

教育総合情報ネットワーク整備事
業研修用機材等（前期分）賃貸借
（再リース）

20180101 20180228 1,632,528
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（教育総合情報ネット
ワーク整備事業研修用機材
等（前期分）賃貸借）が特定
の者（システム開発者）でなけ
れば実施することができない
ものであるため

22 教職員 教職人事
採用グ
ループ

学校法人　桃山学院
平成２９年度大阪府教員チャレン
ジテスト会場使用について

20180107 20180107 1,275,260
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

借用する会場の条件（大規模
会場、アクセス、警備状況）が
当該会場（学校法人　桃山学
院）以外に該当しないため

Ｈ２９．４～５月 14 件 355,330,990 円
Ｈ２９．８～９月 3 件 30,225,531 円
Ｈ２９．１０～１１月 2 件 4,929,336 円

Ｈ２９．１２～Ｈ３０．１月 3 件 7,316,194 円
合計 22 件 397,802,051 円

教育庁（使用料・賃借料）


